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姫川水系河川整備基本方針 策定
【河川整備を行うに当たっての長期的な基本方針及び河
川整備の基本となるべき事項を定めるもの】

平成20年6月

姫川水系河川整備計画 策定
【概ね30年間における河川整備の目標、河川工事や維持
に関する事項を定めるもの】

平成27年3月

令和２年度以降

今後も河川整備の進捗、計画を変更しうる新たな視点を
有するかを適宜検討し、点検を実施する。また、5年お
きに事業再評価を実施

第1～5回 姫川有識者会議（平成21～27年度）

事
業
実
施

姫川水系河川整備計画の点検・事業再評価(令和２年)
(姫川水系流域委員会 R1～)
令和２年審議結果
・河川整備計画の事業は、この５年間で大きな問題なく進
められている。したがって計画を特に変更することなく、
引き続き河川整備計画を実施していく。

・姫川直轄河川改修事業の事業再評価については事業継続
を結論とする。

事
業
実
施

姫川水系河川整備基本方針と河川整備計画
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姫川水系河川整備計画 【平成27年3月 P.2】
第１章第3節 計画対象期間
本計画の計画対象期間は、概ね30年間とします。
なお、本計画は現時点における社会経済状況、水害の発生状況、河川整備の状況や河川環境の状況を前提と

して定めるものであり、これらの状況変化、新たな知見の蓄積や技術の進捗等を踏まえ、必要に応じて適宜見
直しを行います。

事業の推進

河川整備計画の点検 姫
川
水
系
流
域
委
員
会河川整備計画変更

河川整備計画変更
の必要性

河川整備計画変更
の必要性

説明

意見

説明

意見

変更必要

変更不要流
域
住
民
な
ど

説明

意見

【参考】
河川法第十六条その２ ３項

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する
者の意見を聴かなければならない。
河川法第十六条その２ ７項
第3項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。

河川整備計画の点検
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【点検項目】

１．流域の社会経済情勢の変化
地域開発状況の変化、 近年の洪水等による災害の発生の状況

２．地域の意向

地域の要望事項、 地域との連携

３．事業の進捗状況
河川整備計画の主なメニュー 、主なメニューの進捗状況等

４．事業の進捗の見通し

５．河川整備に関する新たな視点
流域治水プロジェクト2.0の取組、河道形状の整正による維持管理の容易な河道の検討

６．河川整備計画の点検結果
点検結果のとりまとめ 、河川整備計画の今後の方針

流域委員会の点検事項

◇流域委員会では､以下の項目等について意見をいただきます｡

姫川水系河川整備計画の点検の進め方
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